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2025年３月 19日 

 

各 位 

会社名  株式会社プロトコーポレーション 

代表者名  代表取締役社長 神谷 健司 

(コード番号 4298 東証プライム・名証プレミア) 

問合せ先   

役職・氏名  執行役員 鈴木 毅人 

電話  052－934－2000 

 

株主による取締役の行為の差止め仮処分命令申立ての却下決定に関するお知らせ 

 

当社が2025年３月17日に開示した「株主による取締役の行為の差止め仮処分命令申立てに関するお知らせ」

のとおり、当社の取締役である神谷健司氏及び横山博一氏（以下「当社取締役」と総称します。）は、当社の株

主であるカナメ・キャピタル・エルピー（以下「本申立人」といいます。）から、取締役の行為の差止め仮処分

命令の申立て（以下「本申立て」といいます。）を受けておりましたが、本日、名古屋地方裁判所は、本申立て

を却下する旨の決定（以下「本却下決定」といいます。）を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1.本却下決定がなされた日 

2025年３月 19日 

 

2.本却下決定がなされるに至った経緯 

当社が 2025年２月４日付で公表した「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」においてお知らせ

いたしましたとおり、当社取締役会は、株式会社フォーサイト（以下「公開買付者」といいます。）による当

社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関して、賛同の意見を表明すると

ともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することについて決議いたしました。本

申立人は、本公開買付けの実施手続きが不公正なものであり、当社取締役の善管注意義務に反する等と主張

し、本公開買付けに対する当社の賛同意見表明の維持及び本公開買付けを予定どおりに終了させることを仮

に差し止めることを求め、名古屋地方裁判所に対し、2025年３月 12日付で本申立てを行ったものです。 

名古屋地方裁判所は、本日付で、本申立てには理由がないとして本却下決定を行いました。 

 

3.本申立人の概要 

名称    カナメ・キャピタル・エルピー 

所在地  アメリカ合衆国、デラウェア州 19801、ウィルミントン、オレンジスト

リート 1209、ザ・コーポレーション・トラスト・カンパニー気付 

代表者ジェネラル・パートナー カナメ・キャピタル・ジーピー・エルエルシー 

代表者マネージャー  トーマス・Ｏ・ローズ 

 

4.本却下決定の内容 

(1) 本申立てをいずれも却下する。 

(2) 申立費用は、債権者の負担とする。 
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5.今後の見通し等 

本却下決定につきましては、裁判所より公正かつ妥当な判断がなされたと考えております。今後、本申立

人から、本却下決定に対して即時抗告等が行われる可能性もありますが、現時点において、当社取締役会に

よる本公開買付けに対する賛同及び応募推奨の決議に変更はなく、また、当社の業績に与える影響はないも

のと認識しております。 

今後の裁判の進捗に伴い、開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


